
福島県県南地域子どもの居場所ネットワーク規約 

第１章総則 

（名称） 

第１条 本会の名称は、福島県県南地域子どもの居場所ネットワーク（以下、本会）と称

する。 

（目的） 

第２条 本会の目的は、未来を担う子どもの成長、子育て中の家庭を地域で支え「子ども

まんなか」の社会の実現を目指し、「子ども食堂」や子ども支援を行う「居場所」

（以下、子ども食堂等という）を運営する団体（個人）同士がつながる場をつく

る。 

 また、ボランティアや寄付を通し、子ども食堂等で活動したい人や、団体、企

業、行政機関との連携を広拡大し、定着させる仕組みを作ることを目的とする。 

（組織） 

第３条 本会は、福島県県南地域（白河市、西白河郡、東白川郡、石川郡）の子ども食堂

や子ども支援を運営する団体（個人）を以て組織する。 

（事務局） 

第４条 本会の事務局は、福島県白河市明戸 104-1-8 号に置く。 

（事業） 

第５条 本会は目的達成のため次の事業を行う。 

(1) 子ども食堂等の取り組みの充実 

1 子ども食堂同士のネットワークづくり 

2 情報交換や交流会、勉強会の場づくり 

(2) 子ども食堂等の継続の支援 

1 食材の保管、提供、配送のネットワークづくり 

2 ボランティア人材の確保のサポート・育成 

3 寄付金の募集・分配の仕組みづくり 

4 情報発信事業（Web サイト、SNS、チラシ等） 

5 運営に関する研修会 

6 住民向けの啓発活動 

7 行政機関、企業等との連携 

8 補助金・助成金の活用及び事務処理のサポート 

(3) 子ども食堂等の開設支援 

1 子ども食堂等の開設に関する相談支援 

2 子ども食堂等開設の働きかけ 

(4) その他、目的達成に必要な事業 

第２章 会 員 



（会員の種別） 

第６条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。 

    正会員は、本会の目的に賛同し、福島県県南地域に活動拠点を置き子ども食堂等

の活動に取り組み、ふくしまこども食堂ネットワークに所属する団体（個人）と

する。 

    賛助会員は、正会員の行う子ども食堂等の支援を行う団体（個人）とする。 

（入会） 

第７条 本会に入会しようとする団体（個人）は、本会が別に定める入会申込書により代

表に申し込むものとし、代表は正当な理由がない限り入会を認めなければならな

い。 

    代表は、入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって申し込み者

に通知しなくてはならない。 

（退会） 

第８条 本会を退会しようとする会員は、退会届を代表に提出し、任意に退会することが

出来る。 

   ２ 会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。 

(1) 会員の団体が消滅（解散）したとき。 

(2) 本人が死亡したとき。 

(3) 会員としてふさわしくないと認められる事案が発生し、役員会にて除名され

たとき。 

第３章 役 員 

（役員） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

   １ 代 表（会計兼務） １名 

   ２ 副代表 １名 

   ３ 理 事 ２名 

   ４ 監 事 １名 

  ２ 役員の選任 

1 役員の選任は、総会において正会員から選任する。 

2 本会の役員は、ふくしまこども食堂ネットワーク役員との兼職は出来ない。 

（任期及び補充） 

第１０条 本会役員の任期は２年とする。 

     但し、再任は妨げない。 

  ２ 役員に欠員が生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

  ３ 役員は、任期満了後でも後任者が選任されるまでは、その職務を行う。 

（職務） 

第１１条 役員の職務は次のとおりとする。 



     代表は、会務（会計を含む）を統括する。 

     副代表は、代表を補佐し代表事故有るときはその職務を代理する。 

     監事は、本会の会計及び業務を監査する。 

第４章 会 議 

（総会） 

第１２条 本会の総会は、正会員を以て構成し、毎年１回４月末までに開催する。 

     但し、必要があるときは臨時に総会を開催することが出来る。 

  ２ 総会は、次の各号に掲げる事項について審議する。 

1 規約の改正に関すること。 

2 役員の選任に関すること。 

3 事業報告及び決算に関すること。 

4 事業計画及び予算に関すること 

5 本会の改廃に関すること。 

6 その他、本会の運営に関し重要な事項 

  ３ 本会の総会は、代表が招集する。 

  ４ 総会の議長は代表が務める。 

  ５ 総会は、会員総数の過半数（委任状も含む）の出席で成立する。 

  ６ 議案の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによ

る。 

  ７ 特別な事情が有るときに限り、代表は文書を持って意見を求め総会に代えること

が出来る。 

（役員会） 

第１３条 本会の役員会は、代表、副代表、理事、を以て構成する。 

    但し、監事は役員会に同席し意見を述べることが出来る。 

   ２ 役員会の招集は、代表が招集する。 

   ３ 役員会は、事業の執行に関し協議する。 

第６章 会 計 

（事業年度） 

第１４条 本会の事業年度は、４月１日から始まり翌年３月３１日までとする。 

（会計） 

第１５条 本会の会計は、代表が兼務し執行する。 

（入会金及び会費） 

第１６条 本会の設立当初の入会金、会費は次のとおりとする。 

入会金は０円とする。 

     会費は年額３，０００円 

（金品の配分） 



第１６条 寄付金及び寄付物品の配分は、役員会において配分方法を決定する。 

第７章 事務局及び専任職員 

（事務局及び専任職員） 

第１７条 本会の事務は、代表の所属する団体（個人）が行い、目的を遂行するため事務

職員を配置することが出来る。 

第８章 雑 則 

（細則） 

第１８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、役員会の議決を経て、代表が別に定

める。 

 

付則 

 １ 本会の設立は、令和５年１２月２１日とする。 

 ２ 初回の役員の任期は、令和７年度総会までとする。 

  

  本規約は設立時より施行する。 


